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民

局
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島

県

警

察

本

部

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
四
市
町
村
課
の
項
部
長
の
欄
第
九
号
の
４
中
「
第
三
百
九
十
三
条
」
を
「
第
三
百
九
十
三
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
表
環
境
管
理
課
の
項
課
長
の
欄
第
八
号
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項

」
に
改
め
、
同
表
薬
務
課
の
項
部
長
の
欄
第
六
号
の
２
中
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の

六
第
一
項
」
に
、
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
」
に
、
「
大
麻
草
採

取
栽
培
者
名
簿
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
」
に
改
め
、
同
項
課
長
の
欄
第
九
号
の
１
中
「

大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
改
め
、
同
号
の
２
中
「
第
十
二
条
の
四
第

二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
第
二
項
」
に
、
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培

者
の
」
に
、
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
」
に
改
め
、
同
号
の

３
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
大
麻
」
を
「
大
麻
、
大
麻
草
の

種
子
若
し
く
は
麻
薬
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
三
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の

三
第
一
項
」
に
、
「
大
麻
の
」
を
「
大
麻
、
大
麻
草
の
種
子
若
し
く
は
麻
薬
の
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
二
交
通
部
運
転
免
許
課
の
阿
南
分
室
の
項
課
長
等
の
欄
第
一
号
及
び
交
通
部
運
転
免
許
課
の

阿
波
分
室
の
項
課
長
等
の
欄
第
一
号
中
「
）
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
五
十
八
の
項
の
１
の
事
務
」
を

加
え
、
「
（
再
交
付
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
環
境
管
理
課
の
項
課
長
の

欄
第
八
号
の
改
正
規
定
は
同
年
二
月
一
日
か
ら
、
同
表
薬
務
課
の
項
及
び
別
表
第
六
徳
島
県
東
部
保
健
福

祉
局
長
の
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
同
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


